
行田市 Instagram(インスタグラム)運用方針 

 

 行田市が運用する Instagram アカウント（以下「市公式 Instagram アカウントという。）

の運用方針を次のとおり定めます。 

 

１ 基本方針 

  市の風景、街並み、イベント、伝統、文化、観光等の魅力を写真又は動画を通じて国内

外に発信することを目的として、市公式 Instagramアカウントを運用します。 

 

２ アカウント情報 

 ⑴ アカウント名：gyoda_city_official 

 ⑵ URL：https//Instagram.com/gyoda_city_official/ 

 

３ 発信主体及び運用管理者 

  発信主体及び管理は広報広聴課とし、運用管理者は広報広聴課長とします。 

 

４ 発信内容 

 ⑴ 風景、街並み、イベント、伝統、文化、観光等に関する本市の魅力を写真又は動画で

発信します。 

 ⑵ 民間事業者が取り扱う商品等を投稿することがありますが、市の PRのために投稿す

るものであり、関係者等からの依頼に応じるものではなく、取扱業者等が利益を得るこ

とを目的とするものでもありません。 

 

５ 運用時間 

  原則として開庁時間（平日の午前８時３０分から午後５時１５分）に投稿します。ただ

し、運用管理者が必要と認める場合は、この時間以外にも発信することができます。 

 

６ 「いいね、フォロー」への対応 

  「いいね、フォロー」を受けた場合は、原則拒否しないものとします。ただし、「いい

ね、フォロー」を行ったアカウントが公序良俗に反していた場合は、解除又は削除する場

合があります。 

 

７ コメント、DMへの対応 

  コメント、ダイレクトメッセージ等への個別の回答は原則行わないものとします。 

 

８ 禁止事項 

  次の内容を含んだ投稿（コメント、リンクを含む。）は、全て禁止します。運用管理者

が禁止した内容を含んだ投稿があると認めた場合は、投稿者の承諾なしに投稿の削除、ア

カウントのブロック等を行う場合があります。 

 



 ⑴ 特定の個人・団体等を誹謗中傷する内容 

 ⑵ 法律、法令等に違反する内容又は違反するおそれがある内容 

 ⑶ 政治、宗教活動を目的とする内容 

 ⑷ 著作権、商標権、肖像権等市又は第三者の知的所有権を侵害するおそれのある内容 

 ⑸ 広告、宣伝、勧誘、営業活動、その他営利を目的とする内容 

 ⑹ 人権、思想、信条等の差別又は差別を助長させる内容 

 ⑺ 公の秩序又は善良の風俗に反する内容 

 ⑻ 行田市を含む他者になりすまして投稿された内容 

 ⑼ 虚偽、事実と異なる内容及び単なる噂や噂を助長させる内容 

 ⑽ 本人の承諾なく個人情報を特定し、開示し、又は漏洩する等個人のプライバシーを害

する内容 

 ⑾ わいせつな表現等を含む不適切な内容 

 ⑿ Instagram利用規約に反する内容 

 ⒀ その他市が不適切と判断した内容 

 

９ 免責事項 

 ⑴ 投稿する情報等について、利用者の方により身近に感じていただけるよう一部くだ

けた表現を使用することがあります。 

 ⑵ 市公式 Instagramアカウントの掲載情報の正確性については万全を期していますが、

市は利用者が市公式 Instagram アカウントの情報を用いて行う一切の行為について何

ら責任を負うものではありません。 

 ⑶ 市は、利用者によって投稿されたコンテンツについて一切の責任を負いません。 

 ⑷ 市は、市公式 Instagramアカウントに関連する事項に起因関し、又は関連して生じた

いかなる損害についても一切の責任を負いません。 

 ⑸ 市公式 Instagramアカウントは、メタ・プラットフォームズ社のシステムによって運

用されています。市は、メタ・プラットフォームズ社のシステム運用状況に関するご質

問等については一切お答えすることができません。また Instagramサイト、メタ・プラ

ットフォームズ社または第三者から提供されているソフトウェアやアプリ機能、ご利

用方法、技術的なご質問等に関しても、一切お答えすることができません。 

 ⑹ 市は、予告なく市公式 Instagramアカウントを停止、終了する場合があります。 

 

１０ 著作権等の帰属 

 ⑴ 市公式 Instagram アカウントに掲載している情報の著作権等の知的財産権は、市又

は市以外の原権利者に帰属します。 

 ⑵ 市公式 Instagram アカウントの内容について、私的使用又は引用等著作権法上認め

られた行為を除き、本市に無断で掲載等を行うことはできません。引用を行う場合、必

ず出所を明示してください。 

 

１１ 適用 

 ⑴ この運用方針は、令和６年１１月１日から適用する。 



 ⑵ この運用方針に定めがない事項については、市長が別に定める。 


